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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年4月20日(2017.4.20)

【公表番号】特表2016-514712(P2016-514712A)
【公表日】平成28年5月23日(2016.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2016-031
【出願番号】特願2016-503545(P2016-503545)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/92     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ    8/92     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/34     　　　　
   Ａ６１Ｑ   11/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月16日(2017.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔ケア用組成物であって、該組成物が、水性組成物であり、水に加えて（質量％で）
ハッカ油：　　　　　　　０．０５～１０％
ローズマリー油：　　　　０．０５～５％
アルコール、すなわちエチルアルコール：　　　　　　５～７５％
を含む前記口腔ケア用組成物。
【請求項２】
　ハッカ油の含有量が、０．２～５質量％（Ｍａ．％）、特に１．２～２Ｍａ．％である
ことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ローズマリー油の含有量が、０．２～２．５Ｍａ．％、特に０．５～１．２Ｍａ．％で
あることを特徴とする、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　アルコールの含有量が、１５～３５Ｍａ．％であることを特徴とする、請求項１～３の
いずれか一つに記載の組成物。
【請求項５】
　特に０．０５～１０Ｍａ．％の含有量、特に０．１～０．２Ｍａ．％の含有量でニーム
油を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項６】
　特に０．０５～０．５Ｍａ．％の含有量、特に０．１～０．２Ｍａ．％の含有量でタイ
ム油を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項７】
　特に０．０５～１．５Ｍａ．％の含有量、特に０．１～１．０Ｍａ．％の含有量でグレ
ープフルーツ種子エキスを含むことを特徴とする、請求項１～６のいずれか一つに記載の
組成物。
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【請求項８】
　特に０．０５～１．５Ｍａ．％の含有量、特に０．１～１．０Ｍａ．％の含有量でブド
ウ種子エキスを含むことを特徴とする、請求項１～７のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項９】
　特に０．１～４．０Ｍａ．％の含有量、特に０．２５～２．０Ｍａ．％の含有量でチョ
ウジ油を含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１０】
　特に５～１５Ｍａ．％の含有量、特に１０Ｍａ．％の含有量でデカオレイン酸ポリグリ
セリル－１０を含むことを特徴とする、請求項１～９のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１１】
　特に５～１５Ｍａ．％の含有量、特に１０Ｍａ．％の含有量でペンタオレイン酸ポリグ
リセリル－１０を含むことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一つに記載の組成物
。
【請求項１２】
　特に５～２０Ｍａ．％の含有量、特に１５Ｍａ．％の含有量でポリエチレングリコール
（ＰＥＧ）、特にＰＥＧ３３５０を含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一
つに記載の組成物。
【請求項１３】
　噴霧用調合物として、またはスプレーとして、または洗口液として形成されていること
を特徴とする、請求項１～１２のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１４】
　ジェルとしてか、またはジェル状に形成されており、特に、少なくとも１つのゲル化剤
、好ましくはポリアクリル酸および／またはキサンタンを含むことを特徴とする、請求項
１～１２のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１５】
　０．２～１．０Ｍａ．％、特に０．５Ｍａ．％の含有量でポリアクリル酸を含むことを
特徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　０．２～１．０Ｍａ．％、特に０．５Ｍａ．％の含有量でトリエタノールアミンを含む
ことを特徴とする、請求項１～１５のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１７】
　歯の表面上の細胞外高分子物質（ＥＰＳ）、および／または歯垢（プラーク）、および
／または歯石を溶解および／または除去するための、請求項１～１６のいずれか一つに記
載の組成物。
【請求項１８】
　歯の表面上の薄膜層を修飾するための、請求項１～１６のいずれか一つに記載の組成物
。
【請求項１９】
　口腔ケアおよび／またはデンタルケアおよび／または歯口清掃のための、請求項１～１
６のいずれか一つに記載の組成物。
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